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2
2
7
︲
5
7
7
6

　

市
で
は
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済（
中

退
共
）法
に
基
づ
く
中
退
共
制
度
の
掛
金

に
つ
い
て
、
各
従
業
員
が
加
入
し
た
月
か

ら
36
か
月
間
、
掛
金
の
一
部
を
補
助
し
て

い
ま
す
。
対
象
は
、平
成
21
年
2
月
以
降
、

中
退
共
制
度
に
加
入
し
た
従
業
員
が
い
る

市
内
の
事
業
主
で
、
市
の
補
助
基
準
に
該

当
す
る
場
合
で
す
。

受�

付
期
間
…
2
月
12
日
㈫
～
22
日
㈮
、
午

前
9
時
30
分
～
午
後
3
時
30
分（
午
前

11
時
45
分
～
午
後
1
時
を
除
く
）

受�

付
会
場
…
7
Ｃ
会
議
室（
本
庁
舎
7
階
。

郵
送
不
可
）

確
定
・
還
付
申
告
は
次
の
会
場
で

市
民
税
課
L
2
2
4
︲
5
6
4
0

　

平
成
24
年
分
の
所
得
税
の
申
告
を
受
け

付
け
ま
す
。
3
月
に
な
る
と
、
会
場
が
大

変
混
雑
し
ま
す
。
申
告
が
必
要
な
方
は
、

早
め
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

　

確
定
申
告
・
還
付
申
告
そ
れ
ぞ
れ
で
会

場
が
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
混
雑
時
は
、

受
付
時
間
中
で
も
受
け
付
け
を
終
了
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

申
告
書
の
提
出
の
み
の
方
は
、
川
越
税

務
署
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
会
場

■
川
越
税
務
署

所�

在
地
…
〒
3
5
0
‐
8
6
6
6
並
木

4
5
2
‐
2

申�

告
期
間
…
2
月
18
日
㈪
～
3
月
15
日

㈮
、
午
前
9
時
～
午
後
5
時（
土
・
日

曜
日
を
除
く
。
た
だ
し
、2
月
24
日
㈰
・

3
月
3
日
㈰
は
、
確
定
申
告
の
受
け
付

け
・
申
告
の
相
談
を
行
い
ま
す
）

申�
告
の
対
象
者
…
営
業
等
所
得
が
あ
る
▼

農
業
所
得
が
あ
る
▼
不
動
産
所
得
が
あ

る
▼
2
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て

い
る
▼
給
与
収
入（
年
額
）
が

2
0
0
0
万
円
を
超
え
る
▼
土
地
・

建
物
な
ど
の
譲
渡
所
得
が
あ
る

＊
贈
与
税
の
申
告
も
受
け
付
け
ま
す
。

還
付
申
告
会
場

■
東
上
パ
ー
ル
ビ
ル
地
下
1
階

所�

在
地
…
脇
田
本
町
15
‐
13

受�

付
期
間
…
2
月
12
日
㈫
～
3
月
7
日

㈭
、
午
前
9
時
～
11
時
▼
午
後
1
時
～

3
時（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

＊
相
談
開
始
は
、
午
前
9
時
30
分
で
す
。

申�

告
の
対
象
者
…
公
的
年
金
な
ど
の
受
給

が
あ
る
▼
給
与
所
得
者
で
医
療
費
控
除

を
受
け
る
▼
昨
年
中
に
退
職
し
た
な
ど

で
年
末
調
整
が
済
ん
で
い
な
い

＊
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。
公
共
交
通
機

関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
申
告
書
な
ど

の
作
成
が
で
き
ま
す
。

問�

い
合
わ
せ
…
川
越
税
務
署
申
告
案
内
窓

口
L
2
3
5
‐
9
4
1
1
（
自
動
音
声

応
答
に
従
い
、
0
を
選
択
）

就
学
費
用
を
援
助

教
育
財
務
課
L
2
2
4
︲
6
0
8
3

　

経
済
的
理
由
で
公
立
小
中
学
校
へ
の
就

学
が
困
難
な
家
庭
に
、
学
用
品
・
給
食
・

校
外
活
動
・
修
学
旅
行
・
医
療
費
な
ど
、

就
学
に
か
か
る
費
用
を
援
助
し
ま
す
。
詳

し
く
は
、
2
月
13
日
㈬
ご
ろ
学
校
を
通
じ

て
配
布
す
る
「
平
成
25
年
度
就
学
援
助
に

つ
い
て
の
お
知
ら
せ
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

新
た
に
小
学
1
年
生
に
な
る
子
を
持
つ
家

庭
に
は
、
2
月
の
学
校
説
明
会
で
配
布
し

ま
す
。

申
請
方
法

　

教
育
財
務
課（
東
庁
舎
2
階
）ま
た
は
お

子
さ
ん
が
在
学
す
る
学
校
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い（
郵
送
不
可
）。
現
在
援
助
を
受
け

て
い
て
、
新
年
度
も
引
き
続
き
援
助
を
希

望
す
る
場
合
も
申
請
が
必
要
で
す
。

対�

象
家
庭
…
児
童
扶
養
手
当
法
に
基
づ
く

児
童
扶
養
手
当（
児
童
手
当
と
は
異
な

る
）を
受
け
て
い
る
▼
生
活
保
護
に
準

ず
る
程
度
に
困
窮
し
て
い
る

提�

出
書
類
…
申
請
書（
教
育
財
務
課
・
学

校
で
配
布
）▼
平
成
24
年
分
の
所
得
金

額
が
分
か
る
も
の

＊
申
請
書
以
外
の
提
出
書
類
は
申
請
理
由

な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

申
請
期
間
…
2
月
15
日
㈮
～
3
月
15
日
㈮

＊
申
請
期
間
を
過
ぎ
た
場
合
、
申
請
書
の

提
出
月
か
ら
の
支
給
に
な
り
ま
す
。ま
た
、

4
月
に
小
学
1
年
生
・
中
学
1
年
生
に
な

る
児
童
・
生
徒
は
、
新
入
学
児
童
生
徒
学

用
品
費
が
受
給
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

1
月
27
日
執
行
川
越
市
長
選
挙
の
結
果

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
L
2
2
4
︲
6
1
2
0

　
川
越
市
長
選
挙
は
、無
投
票
に
な
り
ま
し
た
。
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

当
選
人　

川
合
善
明（
無
所
属
・
現
）

　
納
期
限
は
、
2
月
28
日
㈭

固
定
資
産
税（
第
4
期
）

国
民
健
康
保
険
税（
第
8
期
）

収
税
課
L
2
2
4
︲
5
6
8
6

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
第
8
期
）

医
療
助
成
課
L
2
2
4
︲
5
8
4
2

介
護
保
険
料（
第
8
期
）

介
護
保
険
課
L
2
2
4
︲
5
8
1
7

市
税
な
ど
の
納
期
の
お
知
ら
せ

訂
正
　
1
月
25
日
発
行
の
広
報
川
越
・
9
ペ
ー

ジ
、
中
央
公
民
館
フ
ァ
ク
ス
番
号

中
央
公
民
館
L
2
2
2
︲
1
3
9
4

　
誤
＝
O
2
2
2
︲
2
0
0
6

　
正
＝
O
2
2
6
︲
2
0
0
6

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
。



土地・建物の所在地＝都市整備課L224－5964▶住所＝市民課L224－5744

安全安心生活課L224－5721

新町名「中台1丁目」「中台２丁目」「中台3丁目」が誕生します

　自転車は健康づくりに役立ち、かつ環境に優しい乗り物

です。また、手軽で便利なため、日常生活において欠くこ

とのできない重要な交通手段の一つです。

　しかし、放置自転車の増加など、マナーの悪化が問題に

なっています。「少しの間だけ」「みんなが止めているから」

そんな軽い気持ちでも、放置自転車は車両の通行に支障が

あるだけでなく、緊急車両の活動にも影響を与えます。ま

た、歩行者、特に高齢者や体の不自由な方の通行の妨げに

なり大変危険です。

　自転車は決められた場所に駐輪し、誰もが安全に通行で

きるよう、ご協力をお願いします。

町名地番整理の実施に伴い、下記のとおり「土地・建物の所在地」および「住所」を変更します。

市民課L224－5744

迷惑です！ 放置自転車

変更日 旧大字名 新町名 郵便番号

3月4日㈪
新宿の一部・大仙波の一部・大仙波新田の一部・今福の一部 中台1丁目

350－1159今福の一部・新宿の一部 中台2丁目
今福の一部・大塚新田の一部 中台3丁目

武蔵野小学校
●

中台3丁目
中台2丁目

中台1丁目

道
川

越
入

間
線

県
道

川
越

入
間

線

関越自動車道

県
道
川
越
所
沢
線
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市
政
に
ゅ
う
す

（
仮
称
）地
域
ま
ち
づ
く
り
推
進

条
例
に
関
す
る
懇
談
会

都
市
計
画
課
L
2
2
4
︲
5
9
4
5

　

市
で
は
、
都
市
計
画
審
議
会
か
ら
の
提

言
を
受
け
て
進
め
て
い
る（
仮
称
）川
越
市

地
域
ま
ち
づ
く
り
推
進
条
例
の
検
討
に
当

た
り
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
考
え
を
反
映
さ

せ
る
た
め
、
左
記
の
通
り
懇
談
会
を
開
催

し
ま
す
。
当

日
直
接
会
場

に
お
越
し
く

だ
さ
い
。

　

同
条
例

は
、
地
域
住

民
が
自
主
的

か
つ
自
立
的

に
行
う
、
地

域
の
特
性
を

生
か
し
た
ま

ち
づ
く
り
を

推
進
す
る
こ

と
が
目
的

で
、
地
域
住

民
が
主
体
と

な
っ
て
団
体

を
組
織
し
、
運
営
し
て
い
く
た
め
の
手
続

き
や
支
援
な
ど
を
規
定
す
る
予
定
で
す
。

　

都
市
計
画
審
議
会
か
ら
受
け
た
提
言
に

つ
い
て
は
、都
市
計
画
課（
本
庁
舎
5
階
）・

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま
す
。

駐輪禁止の看板の前
に、自転車がたくさ
ん止まっています。

　町名地番整理の実施に伴い、3月2日㈯・3日㈰は、市役所本庁

舎１階ロビー・南連絡所・高階市民センター・名
なぐわし

細市民センター・

大東南公民館・霞ケ関北出張所に設置してある印鑑証明・住民票

の自動交付機は利用できません。

3 月 2日㈯・3日㈰、自動交付機を休止します

「町名地番変更用の住民票」が必要な方
　3月4日㈪以降に、市民課から郵送される「住所関係通知」と、

身分証明書（免許証・健康保険証など）を持参し、市民課（本庁舎1

階）・出張所・連絡所・本川越駅証明センターへ申請してください。

発行手数料は無料です。

＊「町名地番変更用の住民票」は、自動交付機では発行できません。

点字ブロックの上にも自
転車が。目の不自由な方
にとって、自転車にぶつ
かる・方向が分からなく
なるなど、大変危険な状
況です。

日程 会場 時間 定員（先着）

2
月

17日㈰ 北公民館 午後2時～4時 150人

18日㈪
南公民館 午前10時～正午 60人
大東公民館 午後2時～4時 100人

20日㈬
北部地域ふれあいセンター 午前10時～正午 60人
東部地域ふれあいセンター 午後2時～4時 64人

22日㈮ メルト 午後2時～4時 72人

25日㈪
高階公民館 午前10時～正午 73人
ジョイフル 午後2時～4時 60人

久保川


